
都市計画道路 益城中央線
((((県道熊本高森線))))の

事業着手((((認可))))に関する説明会

熊 本 県

〃 3月28日((((火) ) ) ) 19:00 保健福祉センター（（（（はぴねす））））

1

〃 3月29日((((水) ) ) ) 14:00 保健福祉センター（（（（はぴねす））））

〃 3月29日((((水) ) ) ) 19:00 交流情報    （（（（ミナテラス））））

平成29年3月27日((((月) ) ) ) 19:00 保健福祉センター（（（（はぴねす））））

本日の説明内容

１ 事業の概要
２ 都市計画法に基づく手続き
３ 事業認可の内容
４ 事業地内  制限⾏為等
５ 今後        測量⽴⼊  願 
６ 用地取得の進め方
７ 意向調査
８ 相談窓口の設置
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１ 事業の概要
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１ 事業の概要（事業全体スケジュール）
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２ 都市計画法に基づく手続き
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３ 事業認可の内容

6

益城熊本空港IC

益城町総合
体育館

広安⻄⼩学校

広安⼩学校

益城中学校

益城町役場

（都）益城中央線（県施工）

起
点
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３ 事業認可の内容
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標準断面図

事業地内 次 ⾏為 ⾏ 場合  都道府県知事等の許可が
必要となります。

① 建築等の制限・・・・・・・・ 都市計画法第65条

事業地内（事業施⾏区域）

現道

⼟地 形質 変更
建築物の建築やその他工作物の建設（注１）

移動 容易   物件 設置 堆積（注２）

（注１）新たな建築や工作物の設置、庭木移植等はできない。

（注２）総重量 ５ｔ 超  物件
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４ 事業地内  主 制限⾏為等



H29年4月1日以降 事業地内の⼟地建物等を有償で譲り
渡     場合  事前 相手方 予定⾦額   書面 、
施⾏者（県） 届け出る必要があります。

② ⼟地建物等の先買い・・・・・・ 都市計画法第67条

用
地
・建
物

所
有
者

買取る旨の
通 知

施
行
者

（熊
本
県
）

買取らない旨の
通 知

売買 成⽴
とみなす

30日間又は買取らない旨の通知（30日以内）
があるまで有償譲渡の制限があります

有償譲渡
が可能

30日以内
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４ 事業地内  主 制限⾏為等

事業地内 ⼟地 所有者  施⾏者（県） 対  当該⼟
地を時価で買い取るべきことを請求できる。

③⼟地の買取請求・・・・・・ 都市計画法第68条
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４ 事業地内  主 制限⾏為等
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５ 今後のスケジュール
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５ 今後       （調査 測量 設計）
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益城熊本空港IC

益城町総合
体育館

広安⻄⼩学校

広安⼩学校

益城中学校

益城町役場

北北北北

((((株))))⼗⼋測量設計((((株))))興和測量設計 ((((株))))和調査設計

測量 設計業者工区分 
敷地内 作業   場合       協⼒  願     



５ 今後       （調査 測量 設計）
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●腕章

●身分証明書

顔写真

14

５ 今後のスケジュール（意向調査）
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５ 今後のスケジュール
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境界⽴会 用地測量 
建物等調査

② ⼟地 評価 補償⾦算定

③ 契約のための協議

６ 用地取得の進め方（一般的な用地取得）

①
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⼟地の登記・建物など
の移転・⼟地の引渡し

⑥ 補償⾦ ⽀払 

④ 契約の締結

６ 用地取得の進め方（一般的な用地取得）

⑤
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◆譲渡所得税の優遇措置
公共事業    ⼟地 建物 買収   補償⾦ 受 取    

   次 ２  特例のうち、どちらか一方を選択できます。
① 5,000万円の特別控除

② 代替資産 取得  場合 課税 特例

６ 用地取得 進 方（一般的 用地取得 税⾦）

必要経費の控除 一般税率 課税

譲渡価格

5,000万円までの特別控除必要経費の控除 一般税率 課税

＜通常の取引＞

＜公共事業＞

取得

2年以内譲渡
〇対価補償⾦ 全額 取得

⇒課税されません
〇対価補償⾦ 一部 取得

⇒残額が課税対象になります
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◆三者契約による代替地の提供
事業用地の提供者、代替地の提供者及び熊本県の三者による契

約 ⾏     代替地  提供     方について、当該⼟地の
購⼊時 代⾦等 控除  額 対して、最高1,500万円（事業用
地価格が上限）まで控除されます。

※ ご注意ください
事前 代替地 提供者 仮契約 ⾏   不動産業者 仲介 受      

   代替地 提供者 対  課税 特例 適用 受         ので、ご
注意ください。

事業用地提供者

熊本県代替地提供者

【三者契約】

６ 用地取得の進め方（三者契約）
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●意向調査の結果

都市計画道路

⼟地及び残地売却希望
沿道⼟地希望
裏側⼟地希望
⼟地売却希望(都計道外)
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H

I J

K

I M N O P

：意向確認調査範囲
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ロ

ハ
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都計道にかからない
方で売却希却希望
の方も把握

都計道にかかる
方の意向を把握

６ 用地取得の進め方（意向調査を踏まえた用地取得）
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都市計画道路
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意向調査を踏まえた用地取得の方法

⼟地及び残地売却希望
沿道⼟地希望
裏側⼟地希望
⼟地売却希望(都計道外)

●道路用地  買収

残地に再建できるため、
用地のみ売却希望
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都市計画道路
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⼟地及び残地売却希望
沿道⼟地希望
裏側⼟地希望
⼟地売却希望(都計道外)

●道路用地  買収
６ 用地取得の進め方（意向調査を踏まえた用地取得）
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都市計画道路
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Q R
⼟地及び残地売却希望
沿道⼟地希望
裏側⼟地希望
⼟地売却希望(都計道外)

転出希望
道路 面     
裏 ⾏   

沿道に残って店を
再建したい

６ 用地取得の進め方（意向調査を踏まえた用地取得）

都市計画道路

A C

D E F G
H

I J

K

I M N O P

B
ロ

ハ

二 ホ

Q R
⼟地及び残地売却希望
沿道⼟地希望
裏側⼟地希望
⼟地売却希望(都計道外)

●A、C は、沿道に残って生活再編
●B は、背後地へ移転

６ 用地取得の進め方（意向調査を踏まえた用地取得）



都市計画道路
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⼟地及び残地売却希望
沿道⼟地希望
裏側⼟地希望
⼟地売却希望(都計道外)

転出希望

裏 ⾏   

沿道に残り、事業
規模を拡大したい

６ 用地取得の進め方（意向調査を踏まえた用地取得）
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⼟地及び残地売却希望
沿道⼟地希望
裏側⼟地希望
⼟地売却希望(都計道外)

●E は、沿道に残り、事業規模を拡大
●G は、背後地へ移転

６ 用地取得の進め方（意向調査を踏まえた用地取得）



都市計画道路
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⼟地及び残地売却希望
沿道⼟地希望
裏側⼟地希望
⼟地売却希望(都計道外)

転出希望

道路 面した
⼟地に移転し
たい

裏 ⾏   自分の⼟地を
集約したい

６ 用地取得の進め方（意向調査を踏まえた用地取得）
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●K   道路 面  前面 移動
●I は、⼟地を集約

６ 用地取得の進め方（意向調査を踏まえた用地取得）



都市計画道路都市計画道路都市計画道路
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●意向に沿った用地の取得、
区画の再編が可能 区画再編対象地区

E

I

【整備後のイメージ】
６ 用地取得の進め方（意向調査を踏まえた用地取得）

７ 意向調査
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１）調査範囲

都市計画道路

：意向調査範囲
：都計道にかかる地権者
：1 2軒裏側 地権者



７ 意向調査
２）調査方法
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アンケート調査
調査対象 調査範囲の⼟地所有者
配布方法 郵送配布
配布時期 ４月中旬頃
回収方法 郵送回収（相談窓口への持参も可）
回答期限 ５月上旬頃

個別訪問調査
調査対象 調査範囲の⼟地所有者
調査方法 ヒアリングによる詳細な意向の確認
実施時期 ６月上旬頃 

※説明会  意⾒ 踏             作成

用地のみの買収 区画再編 ⾏ 仮候補地 選定

７ 意向調査
３）調査項目
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調査項目 設 問 内 容

１ 属 性 ・⼟地の地番、住所、氏名、連絡先
 性別 年齢 世帯主  関係 職業 世帯⼈員

2 現在の⼟地
利用状況

 被災状況 ⼟地 建物 利用状況 復旧状況
・借家⼈の有無、代替地の確保状況、今後の予定等

3 今後の
居住意向

・以下の項目から選択
①用地のみを売り、残地に残りたい ②用地も残地も売って転出したい
③沿道に残りたいが、残地がない((((少ない))))ので代替地がほしい
④背後地 移   ⑤道路 面  ⼟地 移   
⑥自分 ⼟地 集約   ⑦道路        転出   

4 意⾒ 要望  用地取得 対  意⾒ 要望

5 移転後の
希望

・代替地や移転場所の希望（用途、建物形態、必要面積）
・現在地の処分意向

（３ 今後の居住意向）で、①以外の回答をした方

※個⼈情報 管理      ⼗分留意    



８ 現地相談窓口の設置

○場所：益城町中央公⺠館内（益城町役場北側）

○日時：毎週火曜、木曜の13時 19時

○運営方法
１）運 営 者：熊本県、益城町
２）運営体制：県職員2名、町職員２名の４名体制
３）運営方法：都市計画道路益城中央線 事業計画

及び用地補償、生活再建措置等に関
  住⺠ 方々   相談 対   
担当者 窓口 対応 ⾏  
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「益城中央線((((県道熊本高森線))))」
 ４車線化 向  皆様  協⼒
をお願い申し上げます。

熊本県⼟木部都市計画課
（問合せ先） TEL：096-333-2524

FAX：096-387-1152
メール：toshikeikaku@pref.kumamoto.lg.jp


